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令和８年度 道路管理費 

道の駅こさか七滝自家用電気工作物保守点検業務委託 

 

０８－Ｇ１０１－Ｙ４ 

 

特 記 仕 様 書 

 

１ 電気工作物所在地 

  鹿角郡小坂町上向字藤原３５番地３ 道の駅こさか七滝 

 

２ 目的 

  自家用電気工作物の適正な管理を行い、電気事故防止に努める。 

 

３ 電気工作物の概要 

  設備容量     ２３．０ｋＶＡ(１００Ｖ/２００Ｖ) 

  予備発電容量 ３４．０ｋＶＡ（２００Ｖ） 

 

４ 委託業務内容 

（１）別表「維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準(需要設備)」に準

拠して、月次・年次の各点検を実施すること。 

（２）電気管理技術者又は、電気保安法人による保安管理とする。 

（３）臨機の対応について 

 ① 発注者が電気工作物についての異常を連絡したときは、随時点検を行い事故防止

に努めること。 

  ② 事故が発生したときは、速やかに対応すること。 

（４）電気関係法令諸手続について 

 ① 電気関係法令に基づく諸手続について、発注者を指導又は代行すること。 

 ② 電気関係法令に基づき立ち入り検査が行われるときは、立ち会うこと。 

（５）報告 

  各種点検実施後は、発注者に速やかに報告書を提出すること。また、事故発生時に

対応したときも同様に報告書を提出すること。 

 

５ その他 

（１）秋田県鹿角地域振興局長は、委託期間にかかわらず、契約を締結した日の属する

年度の翌年度の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除

があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、受注者

は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 

（２）この契約に要する一切の費用は、委託料に含むものとする。 

（３）本仕様書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議の上決定すること。 

（４）受注者は、契約満了の際速やかに業務完了届けを発注者に提出すること。 
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別表 

維持及び運用に関する巡視、点検及び測定・試験の基準（需要設備） 

１ 維持及び運用の巡視、点検及び測定・試験  

 

設備 点検項目 

定期点検 
臨時点検 

月次点検 年次点検 

1 回/2 か月 １回/1 年 １回/3 年 必要の都度 

接
地
工
事 

接地線、保護管等 
外観点検 ○ ○   
接地抵抗測定  ○   
漏えい電流測定 ○    

非
常
用
予
備
発
電
装
置 

原動機、始動装置

及び付属装置 

外観点検 ○ ○   
始動・停止試験 ○ ○   
継電器の動作試験  ○   

発電機及び励磁

装置 
外観点検 ○ ○   
絶縁抵抗測定  ○   

遮断器、開閉器、

配電盤、制御配線

等 

外観点検 ○ ○   
絶縁抵抗測定  ○   
電圧、周波数（回転数）の測定 ○    
継電器の動作試験   ○  
インターロック試験  ○   

蓄
電
池
設
備 

蓄電池 

外観点検 ○ ○   
電圧測定 ○    
比重測定  ○   
液温測定  ○   

充電装置及び付属

装置 
外観点検 ○ ○   
絶縁抵抗測定  ○   
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注１ ○印は、各点検項目の該当項目を示し、設備のある場合に適用する。 

２ 「月次点検」とは、設備が運転中の状態において点検を実施するものをいい、「年次点検」と

は、主として停電により設備を停止状態にして点検を実施するものをいう。 

３ 電気工作物の設置状態により点検項目の一部又は全部を省略することがある。 

（１）引込設備の絶縁抵抗測定は、停電範囲により実施できないことがある。 

（２）接地抵抗測定は、過去の実績によりその一部又は全部を省略することがある。 

（３）絶縁油の酸価度試験及び絶縁破壊電圧試験は、過熱・変色、汚損等の異常がない場合、又は

ＰＣＢ油混入のおそれがある場合、一部又は全部を省略することがある。 

（４）変圧器の二次側より配電盤の主開閉器電源側の絶縁抵抗測定は、当該電路の接地線の取外し

が困難な場合、漏えい電流測定に替えることがある。 

（５）次の設備以外の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験にあっては、その一部又は

全部を省略することがある。 

  ａ 引込設備の区分開閉器 

  ｂ 受電設備の主遮断装置及びこれと同一場所に設置された遮断器、負荷開閉器 

  ｃ 非常用予備発電装置の遮断器、開閉器  

４ 各点検項目は、機器ごとの信頼性並びに各点検項目と同等と認められる手法によって確認した

場合にあっては、その結果により当該点検の一部に替えることがある。 

（１）負荷設備の絶縁抵抗測定は、低圧電路の絶縁状態を監視する「低圧絶縁監視装置」、「漏電監

視装置」等を用いる場合、その監視により当該点検に替えることがある。 

（２）引込設備、受電設備及び配電設備の絶縁抵抗測定は、機器ごとの信頼性により、３年に２回

以内の範囲において部分放電検出等による「絶縁診断測定」に替えることがある。 

（３）引込設備の継電器の動作試験及び開閉器と継電器の連動試験は、機器ごとの信頼性により、

３年に２回以内の範囲において「制御配線点検」及び「継電器単体試験」に替えることがある。 

５  低圧需要設備の移動用の非常用発電設備については、装置を電路に接続しない期間において

は、月次点検の周期を６か月に１回とする。 

６ 使用中の電気工作物について、「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物

等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領(内規)」(経済産業省)

の規程に基づき、機器銘板の記載内容を目視又は設備台帳の確認により、同内規の別表に掲げ

られた電気工作物の「種類」、「製造者名」、「表示記号」等と照合して、高濃度のポリ塩化ビフ

ェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認する。 

７ 蓄電池設備点検のうち、蓄電池における比重測定及び温度測定は、内部抵抗に変えることがあ

る。 

 

２  臨時点検 

電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、その都度点検及び測定・

試験を行う。 


